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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月1日(2017.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運動障害を有する対象の複数の関節から全体的な関節運動についてのデータを取得し、
分析するためのシステムであって、以下を含むシステム：
運動障害を有する対象の身体上に、該対象の複数の関節の近位に配置するように構成され
た複数の運動センサであって、該センサによって収集されたデータを、個々の関節につい
ての複数の自由度に分解し、分析して、運動障害に起因する運動の振幅、ならびに各関節
の運動に関与し得る各筋群の相対的寄与度および方向性バイアスを提供し得るように、個
々の関節について十分な自由度で全体的な関節運動を測定するために選択される、運動セ
ンサ；および、
該運動センサによって収集されたデータを受け入れるよう設定された非一時的な物理的記
憶装置であって、全体の関節運動についてセンサにより収集したデータを個々の関節につ
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いての自由度に分解するための、そこに保存されたコンピューターが実行可能な指示を有
し、運動障害に起因する運動の振幅、ならびに各関節の運動に関与し得る各筋群の相対的
寄与度および方向性バイアスについての複数の自由度を分析する、非一時的な物理的記憶
装置。
【請求項２】
　対象において薬剤で運動障害を処置するための推奨投与量を提供するためのシステムで
あって、以下を含むシステム：
運動障害を有する対象の身体上に、該対象の複数の関節の近位に配置するように構成され
た複数の運動センサであって、該センサによって収集されたデータを、個々の関節につい
ての複数の自由度に分解し、分析して、運動障害に起因する運動の振幅、ならびに各関節
の運動に関与し得る各筋群の相対的寄与度および方向性バイアスを提供し得るように、個
々の関節について十分な自由度で全体的な関節運動を測定するために選択される、運動セ
ンサ；および、
該運動センサによって収集されたデータを受け入れるよう設定された非一時的な物理的記
憶装置であって、全体の関節運動についてセンサにより収集したデータを個々の関節につ
いての自由度に分解するための、そこに保存されたコンピューターが実行可能な指示を有
し、運動障害に起因する運動の振幅、ならびに各関節の運動に関与し得る各筋群の相対的
寄与度および方向性バイアスについての複数の自由度を分析する、非一時的な物理的記憶
装置、
ここで、所定の関節に関して、コンピューターが実行可能な指示は、
関節での動きに関与する筋肉に投与するための薬剤の総投与量を、運動の振幅からさらに
決定すること；
総投与量中の、関節での動きに関与する各筋群に投与するための割合を、各筋群の相対的
寄与度からさらに決定すること；
各筋群に投与される投与量中の、筋群中の各個々の筋肉に投与するための割合を、方向性
バイアスからさらに決定すること；および、
関節運動に関与する各個々の筋肉に投与するために、総投与量および決定された各割合か
ら薬剤の投与量を計算することである。
【請求項３】
　複数の運動センサが少なくとも１個のゴニオメータを含む、請求項１または２に記載の
システム。
【請求項４】
　運動障害が、振戦、痙攣、卒中後の焦点性痙攣または多発性硬化症である、請求項１か
ら３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　運動障害が、パーキンソン病（ＰＤ）または本態性振戦（ＥＴ）である、請求項１から
３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　筋群が、対象の上肢の筋肉を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　筋群が、外転／内転（Ａ／Ａ）筋群、屈曲－伸展（Ｆ／Ｅ）筋群、尺屈－橈屈（Ｕ／Ｒ
）筋群および回内－回外（Ｐ／Ｓ）筋群の１つまたはそれ以上を含む、請求項１から６の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　複数の運動センサが、少なくとも１個のトーションメータまたは少なくとも１個の電磁
追跡装置を含む、請求項１から３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　複数の運動センサが、少なくとも１個の電位磁力計を含む、請求項１から３のいずれか
一項に記載のシステム。
【請求項１０】
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　運動障害が痙性斜頚を含む、請求項１、８または９に記載のシステム。
【請求項１１】
　筋群が対象の頸部の筋肉を含む、請求項１、８から１０のいずれか一項に記載のシステ
ム。
【請求項１２】
　筋群が、側方傾斜筋群、軸回転筋群、矢状方向の傾斜筋群、屈曲－伸展（Ｆ／Ｅ）筋群
、尺屈－橈屈（Ｕ／Ｒ）筋群、外転／内転（Ａ／Ａ）筋群、および回内－回外（Ｐ／Ｓ）
筋群の１または複数を含む、請求項１または１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　複数の運動センサが、少なくとも１個の加速度計、少なくとも１個のジャイロスコープ
および少なくとも１個の電位磁力計を含む、請求項１、２、４から７および１０から１２
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　対象において運動障害に関与する筋群を決定する方法であって、運動障害を有する対象
の複数の関節から集めた全体的な関節運動についてのセンサデータを個々の関節について
の複数の自由度に分解すること、および該複数の自由度を各関節の運動に関与し得る各筋
群の相対的寄与度および方向性バイアスについて分析することを含み、
ここで、前記分解することおよび／または分析することは、そのために非一時的な物理的
記憶装置に保存されるコンピューターで実行可能な指示によって達成される、
方法。
【請求項１５】
　対象における運動障害を処置するための該対象に対して個別化された治療レジメンの推
奨情報を提供する方法であって、
前記方法は、対象の複数の関節から集めた全体的な関節運動についてのセンサデータを個
々の関節についての複数の自由度に分解すること、および該複数の自由度を運動障害によ
り引き起こされる動きの振幅および運動障害により引き起こされる各関節の運動に関与し
得る各筋群の相対的寄与度について分析することを含み、
ここで、前記分解することおよび／または分析することは、そのために非一時的な物理的
記憶装置に保存されるコンピューターで実行可能な指示によって達成され、
前記方法はさらに、運動障害により引き起こされる動きに対する各筋群の振幅および相対
的寄与度から該個別化された治療レジメンの推奨情報を提供することを含む、
方法。
【請求項１６】
　個別化された治療レジメンの推奨情報を提供することにおいて、運動障害により引き起
こされる動きに関与する筋群の方向性バイアスを決定すること、および該方向性バイアス
を使用することをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　対象における運動障害を処置するための該対象に対して個別化された治療レジメンの推
奨情報を提供する方法であって、
前記方法は、対象の複数の関節から集めた全体的な関節運動についてのセンサデータを個
々の関節についての複数の自由度に分解すること、および該複数の自由度を運動障害によ
り引き起こされる動きに関与する筋群の方向性バイアスについて分析することを含み、
ここで、前記分解することおよび／または分析することは、そのために非一時的な物理的
記憶装置に保存されるコンピューターで実行可能な指示によって達成され、
前記方法は、さらに、運動障害により引き起こされる動きに対する各筋群の方向性バイア
スから該個別化された治療レジメンの推奨情報を提供すること
を含む、方法。
【請求項１８】
　治療レジメンが、運動障害により引き起こされる動きに関与する筋群を処置することを
含む、請求項１５から１７のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１９】
　治療レジメンが、注射可能な治療レジメンおよび／または注射不可能な治療レジメンを
含み、注射可能な治療レジメンが、薬剤または薬剤の混合物を注射することを含み、注射
不可能な治療レジメンが、電磁的（ｅ／ｍ）放射線療法、筋電刺激、機能的電気刺激、能
動矯正装置、超音波療法、鍼治療、経頭蓋磁気刺激または薬剤の局所適用を含む、請求項
１５から１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　治療レジメンが、運動障害により引き起こされる動きの振幅に基づいて選択される投与
量で、運動障害により引き起こされる動きに関与する筋群の１または複数の筋肉に薬剤を
投与することを含む、請求項１５から１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　薬剤が、Ａ型ボツリヌス毒素（ＢｏＮＴ Ａ）またはＢ型ボツリヌス毒素（ＢｏＮＴ Ｂ
）を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　治療レジメンが、薬剤の最初の投与の後に得られた対象の各関節について分解されたセ
ンサデータならびに薬剤の最初の投与のために選択された筋肉および薬剤投与量を分析し
、薬剤の最初の投与後の対象の結果に基づいて薬剤の第二の投与における薬剤投与の用法
および用量を調整することにより最適化される、請求項２０または２１に記載の方法。
【請求項２３】
　対象の結果が、薬剤の最初の投与の結果として該対象が１または複数の筋肉の筋力低下
を生じることを含むとき、レジメンが、筋力低下を生じた１または複数の筋肉への薬剤の
投与量を低減させることにより最適化されるか；または、
対象の結果が、所定の関節における運動障害により引き起こされる動きの振幅の不十分な
低下および所定の関節における運動障害により引き起こされる動きの筋肉構成における１
０％以上の変化を含むとき、該レジメンが、所定の関節における運動障害によって引き起
こされる運動に対して主要因となっている筋群への薬剤の投与量を増加させることによっ
て最適化される（ただし、高用量の薬剤を投与された筋群は、筋力低下を生じた１または
複数の筋肉の１つまたはそれ以上を含んでいない）、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　治療レジメンが、薬剤の最初の投与前に以下により最適化される、請求項２２または２
３に記載の方法：身体セグメントの運動の動的モデルにおける身体セグメントの異常な運
動パターンを作成し（ここで、異常な運動パターンは、障害により引き起こされる身体セ
グメントにおける運動と同様のものであり、動的モデルは、身体セグメントの既知のパラ
メーターから作成される。）、そして動的モデルから処置される必要がある筋肉および異
常な運動パターンを正常に戻すために各筋肉に必要とされる薬剤の投与量を決定する。
【請求項２５】
　運動障害が振戦または痙攣である、請求項１４から２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　運動障害が、パーキンソン病（ＰＤ）または本態性振戦（ＥＴ）である、請求項１４か
ら２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　筋群が、対象の上肢の筋肉を含む、請求項１４から２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　筋群が、屈曲－伸展（Ｆ／Ｅ）筋群、尺屈－橈屈（Ｕ／Ｒ）筋群、外転／内転（Ａ／Ａ
）筋群、および回内－回外（Ｐ／Ｓ）筋群の１つまたはそれ以上を含む、請求項１４から
２７のいずれか一項に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　ボツリヌス神経毒素の例えばＡ型またはＢ型（ＢｏＮＴ Ａ、ＢｏＮＴ Ｂ、ＢＴＸ－Ａ
、ＢＴＸ－Ｂ）の注射療法は、有効性を示しており、いくつかの薬名が、痙性斜頚（斜頸
）、眼瞼痙攣および上肢痙縮などの限局性障害の処置のために適応されている。振戦はＢ
ｏＮＴ Ａで処置されているが、試験は、非盲検または小規模であり、ＢｏＮＴ Ａの結果
は、一般的に、特に有利なものではなかった。ＥＴについて、ＢｏＮＴ Ａの注射は、実
際に、加速度計および臨床評価尺度による測定において、静止時振戦の振幅を低減させ得
た。しかしながら、全ての患者は、副作用としてある程度の筋力低下を示しており、機能
的障害および動作時振戦は、顕著な改善はなかった。振戦の減少にも関わらず、筋力低下
は、改善を目立たなくし、結果として顕著な機能的改善が見られない可能性がある。それ
にも関わらず、ＢｏＮＴ Ａを用いる化学的除神経(chemodenervation)は、ＥＴの治療の
ために実行可能な選択肢であると考えられる。しかしながら、これは、厚生当局によって
承認された、担当医による一次治療の主な選択肢として許容されておらず、保険適用外使
用のため健康保険機関による支払いを受けられない。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の別の面において、対象において運動障害に関与する筋群を決定する方法であっ
て、運動障害を有する対象の複数の関節から収集された全体的な関節運動のセンサデータ
を、個々の関節についての複数の自由度に分解すること、および各関節の運動に関与し得
る各筋群の相対的寄与度および方向性バイアスについての複数の自由度を分析することを
含み、前記分解することおよび／または分析することが、そのために非一時的な物理的記
憶装置に保存されているコンピューターが実行可能な指示によって達成される、方法を提
供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の別の面において、対象における運動障害を処置するための治療レジメンの決定
方法であって、以下を含む方法を提供する：運動障害により引き起こされる対象の運動の
振幅および筋肉構成を、対象の複数の関節から収集された全体的な関節運動についてのセ
ンサデータを個々の関節についての複数の自由度に分解すること、および運動障害に起因
する運動の振幅および運動障害に起因する各関節の運動に関与し得る各筋群の相対的寄与
度についての複数の自由度を分析することにより決定すること（該分解することおよび／
または分析することは、そのために非一時的な物理的記憶装置に保存されたコンピュータ
ーが実行可能な指示によって達成される）；さらに、運動障害に起因する動きに対する各
筋群の振幅および相対的寄与度から該対象について個別化された処置レジメンを決定する
こと。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１３】
　本発明の別の面において、対象における薬剤を用いて運動障害を処置するための推奨投
与量を提供するためのシステムであって、以下を含むシステムを提供する：運動障害を有
する対象の身体上に、該対象の複数の関節の近位に配置するように構成された複数の運動
センサであって、該運動センサは、該センサによって収集されたデータを、個々の関節に
ついての複数の自由度に分解し、分析して、運動障害に起因する運動の振幅、ならびに各
関節の運動に関与し得る各筋群の相対的寄与度および方向性バイアスを提供し得るように
、個々の関節について十分な自由度で全体的な関節運動を測定するために選択される、運
動センサ；および、運動センサによって収集されたデータを受け入れるように構成された
非一時的な物理的記憶装置であって、全体の関節運動についてセンサにより収集したデー
タを個々の関節についての自由度に分解し、運動障害に起因する運動の振幅、ならびに各
関節の運動に関与し得る各筋群の相対的寄与度および方向性バイアスについての複数の自
由度を分析するために、そこに保存されたコンピューターが実行可能な指示を有する、非
一時的な物理的記憶装置（ここで、所定の関節について、該コンピューターが実行可能な
指示は、関節での動きに関与する筋肉に投与するための薬剤の総投与量を、運動の振幅か
らさらに決定すること；総投与量中の、関節での動きに関与する各筋群に投与するための
割合を、各筋群の相対的寄与度からさらに決定すること；各筋群に投与される投与量中の
、筋群中の各個々の筋肉に投与するための割合を、方向性バイアスからさらに決定するこ
と；および、関節運動に関与する個々の筋肉毎に投与するために、総投与量および決定さ
れた各割合から薬剤の投与量を計算することである）。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の別の面において、薬剤を用いて運動障害を処置するための推奨投与量を提供す
るための方法であって、以下を含む方法を提供する：運動障害を有する対象の複数の関節
から収集された全体的な関節運動についてのセンサデータを、個々の関節についての複数
の自由度に分解すること、および各関節の運動に関与し得る各筋群の相対的寄与度および
方向性バイアスについて、該複数の自由度を分析すること；所定の関節での動きに関与す
る筋肉に投与するための薬剤の総投与量を、該所定の関節での運動の振幅から決定するこ
と；総投与量中の、所定の関節での動きに関与する各筋群に投与するための割合を、各筋
群の相対的寄与度から決定すること；各筋群に投与される投与量中の、筋群中の各個々の
筋肉に投与するための割合を、方向性バイアスから決定すること；および、関節運動に関
与する各個々の筋肉に投与するために、総投与量および決定された各割合から薬剤の投与
量を計算すること。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　薬剤の投与量は、用いられた特定の薬剤によってある程度変わる。例えば、ＢｏＮＴ 
Ａの１０Ｕ－６０Ｕ、とりわけ２０Ｕ－４０Ｕまたは１０Ｕ－３０Ｕの用量範囲は、肩の
震えに寄与する各筋肉に用いられ、ＢｏＮＴ Ａの１０Ｕ－５０Ｕ、とりわけ２０Ｕ－４
０Ｕまたは１０Ｕ－３０Ｕは、肘の震えに寄与する各筋肉に用いられ、そしてＢｏＮＴ 
Ａの５Ｕ－２５Ｕ、とりわけ５Ｕ－１５Ｕは、手首の震えに寄与する筋肉（例えば、前腕
および手首の筋肉）に用いられる。全ての投与量は、振戦の振幅に基づいて調整される。
同様に、１人の患者における構成および方向性バイアスが、振戦が主に手首での屈曲であ
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ることを示す場合、担当医は、医療経験に基づいて投与量を最適化することができ、橈側
手根屈筋および尺側手根屈筋により高用量を注射し、橈側手根伸筋および尺側手根伸筋に
より低用量を供する。さらに、本発明は、異常な運動に寄与を有しない筋肉への薬剤注射
を回避することができる。これは、副作用を低減させ、運動障害を治療するのに有効であ
るように必要とされる薬剤の量を低減させる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　例えば、最初の処置の１～１０週間（例えば、６週間）後の担当医への外来通院におい
て、対象は、再び臨床的に評価され、筋力測定を受ける。運動学的評価を再度行い、セン
サデータを、最終的に筋群構成および方向性バイアスに分割する。臨床評価および運動学
的評価の両方と、最初の受診時に行った評価との比較に基づいて、担当医は、あるとすれ
ば、どんな改善が生じたか、および治療レジメンへの最適化が可能であるかどうかを決定
する。対象が、最初の治療レジメン（例えば、最初の薬剤投与）の結果として、１または
複数の筋肉の筋力低下を生じた場合、該レジメンは、筋力低下を生じた１または複数の筋
肉に対する治療の程度を軽減させる（例えば、薬剤の投与量を低減させる）ことにより最
適化され得る。所定の関節における運動障害に起因する運動の振幅の不十分な減少および
所定の関節における運動障害により引き起こされる動きの筋肉構成が１０％以上の変化が
ある場合、所定の関節における運動障害により引き起こされる動きに対する最も主要な原
因となった筋群に対する治療の程度を増加させる（例えば、薬剤の投与量を増加させる）
ことにより最適化され得る。ただし、増加した治療を受けた筋群は、筋力低下を生じた１
または複数の筋肉を含まない。治療レジメンは、運動障害が改善されたかどうかを対象に
尋ねることによりさらに最適化され得て、対象が運動障害が改善されなかったことを報告
したとき、治療の程度（例えば、薬剤の投与量）を増加させることは、以前に治療を受け
なかった筋肉に治療を提供することなく、以前に治療を受けた各筋肉に行われ得る。ただ
し、該治療は、筋力低下を生じた任意の筋肉または他の最適化決定のために増加された治
療を受容している任意の筋肉においては増加されない。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　３度目の通院、例えば、最初の受診後の１１～２０週間（例えば、１６週間）では、筋
力測定を含む担当医の評価が繰り返され、３回の通院全てで得られた情報を用いて、投薬
なし、同じ用量、より高用量またはより低用量の療法剤が必要とされるかどうか、ならび
に選択された筋群の変更が行われるべきかどうかを決定する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　本実施例は、休息時および静止時の両方で、振戦がＥＴおよびＰＤに存在することを示
している。ＥＴにおいて、振戦は、明らかに静止時に優位であるが、ＰＤにおいて、休息
時および静止時の両方で、該コホートにおいて等しかった。ＰＤ振戦の振幅は、対象にお
いて全体的に高かった。加えて、かなりのばらつきが振戦振幅に存在していた。これらの
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結果を図２および図３のパネルＡに示す。コホートにおけるＰＤ振戦の静止構成は、典型
的なＰＤ患者よりも重篤な振戦を有する患者の結果である得るが、それは、静止時振戦が
、休息時ＰＤと同程度の重症度で存在し得て、タスクを実行する機能的障害に寄与し得る
という点を強調している。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
実施例３：運動学的解析およびＡ型ボツリヌス毒素（ＢｏＮＴ Ａ）注射を用いる斜頸を
有する頭頸部振戦治療
　対象の頭頸部振戦を、実施例１および２に記載の運動学的方法に従って一般的に測定し
、分析した。これを達成するために、センサを図８Ａに示す通り、対象の頭頸部のセンサ
と共に、対象の身体上に配置した。図８Ａは、頭、肩および首上のセンサを示す。トーシ
ョンメータを首の後ろに配置し、２つの傾斜計を両肩上に配置し、そして１つの傾斜計を
、患者の頭部の側面に配置した。トーションメータは、回転の関節可動域に沿って回転性
振戦およびジストニア運動を検出することができた。肩上の２つの傾斜計は、肩の挙上を
捕捉することができる。患者の頭部の側面に位置する傾斜計は、横方向の左右傾斜および
前後方向の頭部矢状方向後屈についての振戦およびジストニア運動を測定するために用い
た。頭部のこれと同じ傾斜計は、横方向の左右傾斜および前後方向の頭部矢状方向後屈中
の頭部(caput)およびコリス頭部(collis head)運動の関節可動域を記録することもできた
。患者は、各運動記録の前に、患者の頭部を最小限の回転、側方傾斜および前後方向の矢
状方向後屈を含む中立位置に調節することにより、較正位置に配置された。頭部も、較正
中の振戦およびジストニア運動を防止するために、やさしく保持していた。評価には１２
タスクが含まれている。最初の評価は、着座位置にて、任意の不随意運動を阻止すること
なく、頭頸部できるだけリラックスして維持しながら、前方を見るよう患者に求めること
により行った。最初のタスクは、患者が一般的に期待しているとき、頭部位置バイアスを
決定するために重要である。その後、第二のタスクのために、患者に同様にリラックスし
た状態で眼を閉じるように求めた。第三および第四のタスクは、患者に、頭をできる限り
左へ、その後右へ回転させるように求めた。第五から第八のタスクは、患者に、眼を開け
た状態で頭を上向きの頭頸部位置（caput and collis）方向に傾け、次いで、頭頸部位置
方向の頭を下向きに傾けることを伴った。最後の４タスクは、再び頭頸部位置に左右に頭
を傾けるように患者に求めた。全てのタスクは、少なくとも３つの試験のために行われる
。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　全評価中、３自由度を、側方傾斜、矢状方向傾斜および軸回転について記録し、２自由
度を、肩の角度上昇について記録する。各自由度のための較正時の平均値を計算し、患者
が行う他のタスクとの比較のための基準点として用いる。５シグナル毎に、シグナルをバ
ンドパスフィルタに通し、その後、タスク１および２（Ｒｅｓｔ　Ｅｙｅ－ｏｐｅｎ、Ｒ
ｅｓｔ　Ｅｙｅｓ－Ｃｌｏｓｅｄ）中の振戦の平均振幅を、３つ全ての試験について計算
して、ボックスプロットとして示す。分析され、医師に提供されたデータは、３種類のグ
ラフのいずれか１つである。第一のグラフは、異常なバイアス値を示すが、頭は中立位置
に支持され、リラックスしており、振戦またはジストニア運動に無抵抗である。第二のグ
ラフは、眼を開けた休息状態および眼を閉じた休息状態時の振戦振幅（ＲＭＳ角度、度数
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）を示す。第三のグラフは、タスク遂行中の頭頸部の関節可動域を示す。この処理は、図
６Ｅに示されている。
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